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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 2月 9日 (2007.2.9)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 車 載 警 報 装 置 の 動 作 を 制 御 す る 遠 隔 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 車 載 警 報 装 置 に 第 １ の 警 報 動 作 を 実 行 さ せ る 第 １ の 警 報 指 令 と 、 前 記 車 載 警 報 装 置
に 前 記 第 １ の 警 報 動 作 と は 異 な る 第 ２ の 警 報 動 作 を 実 行 さ せ る 第 ２ の 警 報 指 令 と 、

送 信 す る 送 信 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遠 隔 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 １ の 警 報 指 令 を 送 信 す る 場 合 と 前 記 第 ２ の 警 報 指 令 を 送 信 す る 場 合 と に 共 通 し て
使 用 さ れ る 共 通 操 作 手 段 を さ ら に 備 え 、 前 記 送 信 手 段 は 、 前 記 共 通 操 作 手 段 の 操 作 態 様 に
応 じ て 前 記 第 １ の 警 報 指 令 と 前 記 第 ２ の 警 報 指 令 の い ず れ を 送 信 す る か を 決 定 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遠 隔 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 共 通 操 作 手 段 は 、 車 両 の ド ア の 施 錠 、 開 錠 、 監 視 開 始 、 監 視 終 了 の う ち 少 な く と も
い ず れ か 一 つ を 指 示 す る 指 令 の 送 信 操 作 と 共 用 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の
遠 隔 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 送 信 手 段 は 、 前 記 第 １ の 警 報 指 令 に 対 応 す る 第 １ の 警 報 指 令 出 力 条 件 と 、 前 記 第 ２
の 警 報 指 令 に 対 応 す る 第 ２ の 警 報 指 令 出 力 条 件 と を 記 憶 し 、 前 記 第 １ の 警 報 指 令 出 力 条 件
が 成 立 し た 時 点 で 前 記 第 １ の 警 報 指 令 を 送 信 し 、 該 第 １ の 警 報 指 令 出 力 条 件 の 成 立 後 、 前
記 第 ２ の 警 報 指 令 出 力 条 件 が 成 立 し た 場 合 に 、 出 力 す る 警 報 指 令 を 前 記 第 １ の 警 報 指 令 か
ら 前 記 第 ２ の 警 報 指 令 に 切 り 替 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ， ２ ま た は ３ に 記 載 の 遠 隔

の い ず
れ か 一 方 を 選 択 的 に



制 御 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 １ の 警 報 動 作 は 、 前 記 第 ２ の 警 報 動 作 に 比 し て 静 か な 警 報 動 作 で あ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 遠 隔 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 車 両 に 生 じ た 異 常 を 検 知 し て 警 報 を 出 力 す る 車 載 警 報 装 置 で あ っ て 、
　 警 報 の 強 制 的 な 出 力 指 示 で あ る 警 報 指 令 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 前 記 車 両 に 生 じ た 異 常 を 検 知 し た 場 合 も し く は 前 記 警 報 指 令 を 受 信 し た 場 合 に 、 第 １ の
警 報 動 作 と 、 該 第 １ の 警 報 動 作 と は 異 な る 第 ２ の 警 報 動 作 と の い ず れ か を 選 択 し て 出 力 す
る 警 報 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 車 載 警 報 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 受 信 手 段 は 、 前 記 第 １ の 警 報 動 作 の 出 力 を 指 示 す る 第 １ の 警 報 指 令 と 、 前 記 第 ２ の
警 報 動 作 の 出 力 を 指 示 す る 第 ２ の 警 報 指 令 と を そ れ ぞ れ 受 信 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
６ に 記 載 の 車 載 警 報 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 警 報 手 段 は 、 同 一 の 警 報 指 令 の 受 信 態 様 を も と に 出 力 す る 警 報 を 選 択 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ６ ま た は ７ に 記 載 の 車 載 警 報 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 第 １ の 警 報 動 作 は 、 前 記 第 ２ の 警 報 動 作 に 比 し て 静 か な 警 報 動 作 で あ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 ６ ， ７ ま た は ８ に 記 載 の 車 載 警 報 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 警 報 手 段 は 、 前 記 車 両 に 生 じ た 異 常 を 検 知 し た 場 合 に 前 記 第 ２ の 警 報 動 作 を 選 択 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ ～ ９ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 車 載 警 報 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 第 １ の 警 報 動 作 と 前 記 第 ２ の 警 報 動 作 の う ち 、 少 な く と も い ず れ か 一 つ の 動 作 内 容
を 変 更 す る 警 告 動 作 プ ロ グ ラ ム 手 段 を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ ～ １ ０ の い
ず れ か 一 つ に 記 載 の 車 載 警 報 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 車 両 に 生 じ た 異 常 を 検 知 し て 警 報 を 出 力 す る 車 載 警 報 装 置 で あ っ て 、
　 警 報 の 強 制 的 な 出 力 指 示 で あ る 警 報 指 令 を 受 信 す る 受 信 手 段 と 、
　 前 記 警 報 指 令 を 受 信 し た 場 合 に 、 第 １ の 警 報 動 作 を 行 な う 第 １ の 警 報 手 段 と 、
　 前 記 車 両 に 生 じ た 異 常 を 検 知 し た 場 合 に 、 第 １ の 警 報 動 作 と 異 な る 第 ２ の 警 報 動 作 を 行
な う 第 ２ の 警 報 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 車 載 警 報 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】

【 請 求 項 １ ４ 】

【 請 求 項 １ ５ 】

【 請 求 項 １ ６ 】
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　 車 両 に 搭 載 さ れ た セ ン サ の 出 力 に 応 答 し て 盗 難 検 出 す る 盗 難 検 出 手 段 と 、
　 送 信 機 か ら の 指 令 を 受 信 す る コ ー ド 受 信 手 段 と 、
　 前 記 指 令 に 応 答 し て 第 １ の 警 報 動 作 ま た は 第 ２ の 警 報 動 作 を 選 択 す る 動 作 選 択 手 段 と を
備 え 、
　 前 記 動 作 選 択 手 段 は 、 前 記 盗 難 検 出 手 段 の 検 出 出 力 に 応 答 し て 、 第 ２ の 警 報 動 作 を 選 択
し て 出 力 す る こ と を 特 徴 と す る 車 載 警 報 装 置 。

　 前 記 第 １ の 警 報 動 作 と 前 記 第 ２ の 警 報 動 作 は 、 警 報 態 様 が 異 な る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ３ に 記 載 の 車 載 警 報 装 置 。

　 前 記 第 １ の 警 報 動 作 は 音 で あ り 、 前 記 第 ２ の 警 報 動 作 は 前 記 第 １ の 警 報 動 作 に 比 し て 音
量 が 大 き い 音 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 車 載 警 報 装 置 。

　 前 記 第 １ の 警 報 動 作 は 光 で あ り 、 前 記 第 ２ の 警 報 動 作 は 音 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求



【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 上 述 し た 課 題 を 解 決 し 、 目 的 を 達 成 す る た め 、 請 求 項 １ の 発 明 に 係 る 遠 隔 制 御 装 置 は 、
車 載 警 報 装 置 の 動 作 を 制 御 す る 遠 隔 制 御 装 置 で あ っ て 、 前 記 車 載 警 報 装 置 に 第 １ の 警 報 動
作 を 実 行 さ せ る 第 １ の 警 報 指 令 と 、 前 記 車 載 警 報 装 置 に 前 記 第 １ の 警 報 動 作 と は 異 な る 第
２ の 警 報 動 作 を 実 行 さ せ る 第 ２ の 警 報 指 令 と 、 送 信 す る 送 信 手
段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 こ の 請 求 項 １ の 発 明 に よ れ ば 遠 隔 制 御 装 置 は 、 車 載 警 報 装 置 に 第 １ の 警 報 動 作 を 実 行 さ
せ る 第 １ の 警 報 指 令 と 、 第 １ の 警 報 動 作 と は 異 な る 第 ２ の 警 報 動 作 を 実 行 さ せ る 第 ２ の 警
報 指 令 送 信 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 こ の 請 求 項 １ ２ の 発 明 に よ れ ば 車 載 警 報 装 置 は 、 警 報 の 強 制 的 な 出 力 指 示 で あ る 警 報 指
令 を 受 信 し た 場 合 に 実 行 す る 第 １ の 警 報 動 作 と 、 車 両 に 生 じ た 異 常 を 検 知 し た 場 合 に 実 行
す る 第 ２ の 警 報 動 作 と で 、 そ の 動 作 内 容 を 異 な ら せ て い る 。

【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 請 求 項 １ の 発 明 に よ れ ば 遠 隔 制 御 装 置 は 、 車 載 警 報 装 置 に 第 １ の 警 報 動 作 を 実 行 さ せ る
第 １ の 警 報 指 令 と 、 第 １ の 警 報 動 作 と は 異 な る 第 ２ の 警 報 動 作 を 実 行 さ せ る 第 ２ の 警 報 指
令 送 信 す る の で 、 複 数 の 警 報 動 作 か ら 状 況 に 適 し た 警 報 動 作 を
選 択 し 、 騒 音 公 害 を 低 減 し つ つ 不 審 者 を 撃 退 可 能 な 遠 隔 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い
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項 １ ３ に 記 載 の 車 載 警 報 装 置 。

の い ず れ か 一 方 を 選 択 的 に

の い ず れ か 一 方 を 選 択 的 に

　 ま た 、 請 求 項 １ ３ の 発 明 に か か る 車 載 警 報 装 置 は 、 車 両 に 搭 載 さ れ た セ ン サ の 出 力 に 応
答 し て 盗 難 検 出 す る 盗 難 検 出 手 段 と 、 送 信 機 か ら の 指 令 を 受 信 す る コ ー ド 受 信 手 段 と 、 前
記 指 令 に 応 答 し て 第 １ の 警 報 動 作 ま た は 第 ２ の 警 報 動 作 を 選 択 す る 動 作 選 択 手 段 と を 備 え
、 前 記 動 作 選 択 手 段 は 、 前 記 盗 難 検 出 手 段 の 検 出 出 力 に 応 答 し て 、 第 ２ の 警 報 動 作 を 選 択
し て 出 力 す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 こ の 請 求 項 １ ３ の 発 明 に よ れ ば 車 載 警 報 装 置 は 、 車 両 に 搭 載 さ れ た セ ン サ の 出 力 か ら 盗
難 の 発 生 を 検 出 し 、 そ の 検 出 出 力 と 送 信 機 か ら の 指 令 に 基 づ い て 警 報 動 作 を 選 択 し て 出 力
す る 。 こ こ で 、 請 求 項 １ ４ ～ １ ６ に 記 載 し た よ う に 、 第 １ の 警 報 動 作 と 第 ２ の 警 報 動 作 は
そ の 警 報 態 様 を 異 な ら せ る 。 具 体 的 に は 、 音 量 の 異 な る 音 に よ る 警 報 動 作 と し て も 良 い し
、 音 と 光 を 使 い 分 け る よ う に し て も よ い 。

の い ず れ か 一 方 を 選 択 的 に



う 効 果 を 奏 す る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ２ の 発 明 に よ れ ば 車 載 警 報 装 置 は 、 警 報 の 強 制 的 な 出 力 指 示 で あ る 警 報
指 令 を 受 信 し た 場 合 に 実 行 す る 第 １ の 警 報 動 作 と 、 車 両 に 生 じ た 異 常 を 検 知 し た 場 合 に 実
行 す る 第 ２ の 警 報 動 作 と で 、 そ の 動 作 内 容 を 異 な ら せ て い る の で 、 複 数 の 警 報 動 作 か ら 状
況 に 適 し た 警 報 動 作 を 選 択 し 、 騒 音 公 害 を 低 減 し つ つ 不 審 者 を 撃 退 可 能 な 車 載 警 報 装 置 を
得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。

(4) JP 2005-231446 A5 2007.3.29

　 ま た 、 請 求 項 １ ３ ～ １ ６ の 発 明 に よ れ ば 車 載 警 報 装 置 は 、 車 両 に 搭 載 さ れ た セ ン サ の 出
力 か ら 盗 難 の 発 生 を 検 出 し 、 そ の 検 出 出 力 と 送 信 機 か ら の 指 令 に 基 づ い て 警 報 動 作 を 選 択
し て 出 力 す る の で 、 複 数 の 警 報 動 作 か ら 状 況 に 適 し た 警 報 動 作 を 選 択 し 、 騒 音 公 害 を 低 減
し つ つ 不 審 者 を 撃 退 可 能 な 遠 隔 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。


	header
	written-amendment

